
　大和町長　浅　野　　俊　彦　殿

氏 名

住 所

死 亡 年 月 日

氏 名
被相続人
との続柄

大和　太郎 長男

大和　花子 長女

大和　次郎 次男

旧　宛名番号 新　宛名番号 土地 家屋 未登記

筆 棟 棟

（共有）
旧　宛名番号

（共有）
新　宛名番号 土地 家屋 未登記

筆 棟 棟

この相続人届が受領された後、3か月が経過した後に相続放棄の申述がなされたか

同上法定相続人

住　　　　　　　　　　所

大和町吉岡まほろば一丁目１番地の１

同上

≪注意事項≫

氏　名　　大和　太郎　　　　　　　　　　　　　　㊞

電　話　　０２２－３４５－１１１１

　被相続人に係る固定資産税の納税義務者は、下記のとおりです。

被相続人

大和　一郎

大和町吉岡まほろば一丁目１番地の１

○　　　年　　　△　　　月　　　□　　　日

相続人届（納税通知書受理者届）

この相続人届は、固定資産税・都市計画税の納税通知書の送付先を特定するための届出になります。

令和　○ 　年　○ 　月　○ 　日

〒　981-3680

納税通知書送付者： 住　所　大和町吉岡まほろば一丁目１番地の１

入力確認欄・備考

入力確認欄・備考

相続放棄をされる場合は、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。

家庭裁判所へ確認を取ります。相続放棄の申述がなされていない場合は、

固定資産税・都市計画税納税通知書を送付させていただきますが、

すでに相続放棄済の方については、大和町役場　税務課　固定資産税係まで

ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

*　　*　　*　　職員記入欄　　*　　*　　*

記入例

大

和


